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【告示】

番 号 表 題 担当課名

３９ 大規模小売店舗立地法の規定による届出が 企業支援課

あった件

４０ 同 同

４１ 同 同

４２ 大規模小売店舗立地法の規定により意見を 同

聴取した件

４３ 大規模小売店舗立地法の規定により意見が 同

述べられた件

４４ 肥料の登録の有効期間を更新した件 みどり戦略推進課

４５ 保安林予定森林に関する通知を受けた件 森林土木・保全課

４６ 同 同

４７ 同 同

４８ 同 同

４９ 都市計画法の規定による工事が完了した件 都市計画課

５０ 宅地建物取引業法の規定に基づく公開によ 住宅課

る聴聞を行う件



【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 地方自治法の規定による県議会議員の解職

の請求をする場合の小松島・勝浦選挙区及

び板野選挙区における県議会議員の選挙権

を有する者の３分の１の数を告示する件

【海区漁業調整委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

１ 殻長１０センチメートル以下のあわび（く

ろあわびを除く。）の採捕を禁止する件



徳
島
県
告
示
第
三
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五
月
二

十
三
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ

Ｆ
＆
Ｌ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ

東
京
都
中
央
区
新
川
二
丁
目
二
七
番
一
号

橋
爪

栄

ン
ズ
株
式
会
社

株
式
会
社
ワ
ー
ク
マ
ン

群
馬
県
伊
勢
崎
市
柴
町
一
七
三
二
番
地

小
濱

英
之

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
上
板

所
在
地

板
野
郡
上
板
町
椎
本
字
中
ノ
内
三

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
変
更
前
氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

新
日
本
橋
通
商
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
新
川
二
丁
目
二
七
番
一
号

橋
爪

栄

株
式
会
社
ワ
ー
ク
マ
ン

群
馬
県
伊
勢
崎
市
柴
町
一
七
三
二
番
地

小
濱

英
之

変
更
後
氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ

Ｆ
＆
Ｌ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ

東
京
都
中
央
区
新
川
二
丁
目
二
七
番
一
号

橋
爪

栄

ン
ズ
株
式
会
社

株
式
会
社
ワ
ー
ク
マ
ン

群
馬
県
伊
勢
崎
市
柴
町
一
七
三
二
番
地

小
濱

英
之

４

変
更
年
月
日

令
和
七
年
十
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
三
日

三

届
出
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
上
板
町
産
業
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業

部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先



郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
上
板
町
産
業
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公

告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
四
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五
月
二

十
三
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
マ
ー
ト

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
若
宮
南
一
○
○
番
地
一

西
谷

州
弘

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ
津
田
本
町
店

所
在
地

徳
島
市
津
田
本
町
四
丁
目
四
五
一
―
一
ほ
か

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(一)

変
更
前

デ
イ
リ
ー
マ
ー
ト
津
田
店

変
更
後

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ
津
田
本
町
店

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

(二)
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
マ
ー
ト

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
若
宮
南
一
○
○
番
地
一

西
谷

州
弘

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
○

鈴
木

誠

二
番
一
号

変
更
後氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ

福
岡
県
朝
倉
市
一
ツ
木
一
一
四
八
番
地
の
一

森

竜
馬

リ株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
○

鈴
木

誠

二
番
一
号

４

変
更
年
月
日

令
和
八
年
三
月
二
十
八
日

二

届
出
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
八
日

三

届
出
の
縦
覧



１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島

県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
四
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五
月
二

十
三
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
マ
ー
ト

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
若
宮
南
一
○
○
番
地
一

西
谷

州
弘

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ
津
田
本
町
店

所
在
地

徳
島
市
津
田
本
町
四
丁
目
四
五
一
―
一
ほ
か

３

変
更
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（一）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

建
物
北
側

一
○
○
台

建
物
敷
地
西
側

三
九
台

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

建
物
北
側

九
一
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（二）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

建
物
北
側

五
○
台

建
物
敷
地
西
側

二
○
台

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）



建
物
北
側

七
○
台

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

（三）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

建
物
内
西
側

二
二
立
方
メ
ー
ト
ル

建
物
内
東
側

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

建
物
西
側

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル

建
物
内
東
側

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

（四）

変
更
前

小
売
業
者
名

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
マ
ー
ト

午
前
九
時

午
後
十
時

株
式
会
社
し
ま
む
ら

午
前
九
時

午
後
十
時

変
更
後

小
売
業
者
名

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ

午
前
零
時

午
後
十
二
時

株
式
会
社
し
ま
む
ら

午
前
九
時

午
後
十
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（五）

変
更
前

建
物
北
側

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

建
物
敷
地
西
側

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

建
物
北
側

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（六）

変
更
前

建
物
西
側

午
前
六
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

建
物
東
側

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

変
更
後

建
物
西
側

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

建
物
東
側

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

４

変
更
年
月
日

３
の

か
ら

ま
で

令
和
八
年
八
月
九
日

（一）

（三）

３
の

か
ら

ま
で

令
和
八
年
三
月
二
十
八
日

（四）

（六）

二

届
出
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
八
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島

県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ



２

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
四
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
徳
島
北
島
店

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
新
川
屋
八
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
七
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
件
）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
北
島
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
や
徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
平
成
十
七
年

徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
等
の
法
令
及
び
条
例
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
基
準
値
を
下
回
る
程

度
の
騒
音
で
あ
っ
た
場
合
も
、
周
辺
住
民
等
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
は
、
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
。

特
に
深
夜
の
時
間
帯
に
お
い
て
は
、
十
分
な
注
意
を
払
う
こ
と
。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
北
島
町
ま
ち
み
ら
い
課
並
び
に
徳
島
県
経

済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
三
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
四
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
意
見
の
概
要
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
徳
島
北
島
店

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
新
川
屋
八
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
二
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
七
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
件
）

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

１

歩
行
者
の
通
行
の
利
便
の
確
保
等

店
舗
北
側
の
道
路
が
小
学
校
の
通
学
路
で
あ
り
、
道
幅
も
狭
く
、
店
舗
利
用
集
中
時
と
通
学
時
間

帯
が
合
致
し
て
お
り
、
事
故
の
危
険
性
が
高
ま
る
。
ま
た
、
北
側
出
入
口
よ
り
西
側
の
町
道
五
○
三

四
号
線
の
道
幅
が
よ
り
狭
い
上
に
、
農
業
用
水
路
も
あ
る
た
め
、
通
学
の
安
全
確
保
面
で
問
題
が
あ

る
。
北
側
出
入
口
の
設
置
の
取
り
や
め
、
混
雑
緩
和
の
た
め
の
東
側
出
入
口
の
追
加
等
を
お
願
い
し

た
い
。

２

防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力

北
側
出
入
口
か
ら
車
両
が
退
店
す
る
際
に
、
出
入
口
前
の
住
宅
に
視
線
が
向
か
い
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
が
損
な
わ
れ
る
た
め
、
目
隠
し
柵
な
ど
を
設
置
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

敷
地
北
側
に
柵
な
ど
を
設
置
し
な
い
場
合
、
北
側
の
住
居
へ
の
不
法
侵
入
や
器
物
損
壊
や
車
上
ね

ら
い
等
の
危
険
性
が
あ
る
。

駐
車
場
全
体
と
そ
の
周
辺
が
映
る
よ
う
な
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を
お
願
い
し
た
い
。

店
舗
敷
地
か
ら
近
隣
住
居
内
が
見
え
な
い
よ
う
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
面
で
十
分
な
配
慮
を
頂
き

た
い
。

３

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

夜
間
の
騒
音
や
若
者
の
集
ま
り
等
に
よ
り
、
生
活
環
境
に
影
響
が
出
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

騒
音
及
び
照
明
に
よ
る
光
害
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
営
業
時
間
を
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

４

街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等

北
側
出
入
口
か
ら
退
店
す
る
車
両
の
前
照
灯
が
、
出
入
口
前
の
住
宅
を
照
ら
し
、
夜
間
の
生
活
や

睡
眠
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
昼
間
に
お
い
て
も
、
遮
光
カ
ー
テ
ン
を
閉
じ
た
状
態
に
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
態
と
な
り
、
精
神
的
に
も
苦
痛
を
感
じ
る
た
め
、
北
側
出
入
口
の
設
置
を
取
り
や

め
て
い
た
だ
き
た
い
。

案
内
標
識
の
光
に
よ
り
睡
眠
が
妨
害
さ
れ
か
ね
な
い
上
に
、
災
害
で
住
宅
地
に
向
か
っ
て
倒
れ
る

恐
れ
が
あ
る
た
め
、
設
置
位
置
を
見
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

住
居
の
前
に
店
舗
が
建
つ
こ
と
で
、
眺
望
が
遮
ら
れ
る
上
に
、
風
通
し
や
日
照
が
悪
化
す
る
恐
れ

が
あ
る
。



町
道
五
○
三
三
号
線
と
県
道
徳
島
鳴
門
線
と
の
合
流
箇
所
に
道
路
反
射
鏡
を
設
置
い
た
だ
き
た
い

。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
北
島
町
ま
ち
み
ら
い
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
三
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
四
十
四
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更

新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

登
録
有
効
期
限

徳
島
県

魚
か
す
粉
末

四
・
五
―
二
○
・
〇

窒
素
全
量

四
・
五

該
当
事
項
な
し

株
式
会
社
エ
ヌ
・
シ
ー
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

令
和
十
二
年
四
月
一
日

第
四
六
七
号

フ
ィ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ン

り
ん
酸
全
量

二
〇
・
〇

板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
福
有
開
拓
三
〇
八
番
地

一
五

徳
島
県

混
合
有
機
質
肥

東
榮
混
合
有
機
質
肥

窒
素
全
量

六
・
〇

公
定
規
格
の
定
め

株
式
会
社
東
肥
糧
製
造
所

令
和
十
年
十
一
月
十
五
日

第
四
二
六
号

料

料
一
号

り
ん
酸
全
量

一
〇
・
〇

の
と
お
り

勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
沼
江
字
兀
山
二
番
地
の
二

徳
島
県

同

東
榮
混
合
有
機
質
肥

窒
素
全
量

四
・
〇

同

同

同

第
四
二
七
号

料
二
号

り
ん
酸
全
量

一
七
・
〇

徳
島
県

魚
廃
物
加
工
肥

東
榮
魚
廃
物
加
工
肥

窒
素
全
量

四
・
〇

同

同

同

第
四
二
八
号

料

料
一
号

り
ん
酸
全
量

七
・
〇

徳
島
県

混
合
有
機
質
肥

な
っ
と
く
三
号

窒
素
全
量

四
・
〇

同

オ
ン
ダ
ン
農
業
協
同
組
合

令
和
十
三
年
十
一
月
二
十
日

第
四
六
三
号

料

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

海
部
郡
海
陽
町
大
井
字
大
谷
一
一
番
地

加
里
全
量

二
・
〇

徳
島
県

同

秋
津
洲

窒
素
全
量

四
・
〇

同

イ
ノ
チ
オ
プ
ラ
ン
ト
ケ
ア
株
式
会
社

同

十
二
月
二
十
一
日

第
四
六
五
号

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

愛
知
県
豊
橋
市
若
松
町
字
若
松
一
四
六
番
地

加
里
全
量

二
・
〇

徳
島
県

同

Ｍ
Ｋ
四
三
二

窒
素
全
量

四
・
〇

同

同

同

第
四
六
六
号

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

二
・
〇

徳
島
県

同

混
合
有
機
四
三
二

窒
素
全
量

四
・
〇

同

福
栄
肥
料
株
式
会
社

令
和
十
四
年
一
月
十
七
日

第
四
四
〇
号

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

兵
庫
県
尼
崎
市
昭
和
南
通
三
丁
目
二
六
番
地



加
里
全
量

二
・
〇

徳
島
県

魚
か
す
粉
末

四
・
五
―
一
九
・
〇

窒
素
全
量

四
・
五

該
当
事
項
な
し

株
式
会
社
エ
ヌ
・
シ
ー
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

同

六
日

第
四
〇
三
号

フ
ィ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ン

り
ん
酸
全
量

一
九
・
〇

板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
福
有
開
拓
三
〇
八
番
地

一
五



徳
島
県
告
示
第
四
十
五
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

名
西
郡
神
山
町
上
分
字
名
ケ
平
一
三
五
、
一
五
四
、
一
五
六
、
一
六
〇
か
ら
一
六
二
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
名
ケ
平
一
三
五
・
一
五
四
・
一
五
六
・
一
六
〇
か
ら
一
六
二
ま
で
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
土
木
・
保
全
課
及
び
神
山
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
四
十
六
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

名
西
郡
神
山
町
上
分
字
江
田
一
四
〇
五
、
一
四
四
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
江
田
一
四
〇
五
・
一
四
四
〇
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
土
木
・
保
全
課
及
び
神
山
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
四
十
七
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

名
西
郡
神
山
町
鬼
籠
野
字
元
山
七
四
五
の
五
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
元
山
七
四
五
の
五
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
土
木
・
保
全
課
及
び
神
山
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
四
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
脇
町
字
井
口
六
八
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
井
口
六
八
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
土
木
・
保
全
課
及
び
美
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
四
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
東
浜
一
八
三
番
五

徳
島
市
南
前
川
町
三
丁
目
四

有
限
会
社
浅
井
不
動
産

番
地

同

大
麻
町
姫
田
字
久
保
ノ
内
五
番
五
及
び
五

板
野
郡
藍
住
町
富
吉
字
中
新

大
石

和
輝

番
四
の
一
部

田
八
一
番
地
一

レ
イ
ン
ボ

ー
タ
ウ
ン
中
新
田

Ｅ
号

同

板
東
字
西
山
田
一
一
九
番
一
、
一

石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
五

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア

二
〇
番
一
、
一
二
一
番
及
び
一
二
二
番
並
び
に
一

一
二
番
地

オ
キ

二
四
番
の
一
部

阿
波
市
土
成
町
土
成
字
遊
ケ
原
一
一
番
一
、
一
一

福
岡
市
東
区
多
の
津
一
丁
目

株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル

番
三
、
一
三
番
八
、
一
五
番
三
、
一
六
番
一
、
一

一
二
番
二
号

カ
ン
パ
ニ
ー

八
番
、
一
九
番
、
二
〇
番
、
二
一
番
一
、
二
二
番

一
、
二
二
番
三
、
二
三
番
、
二
四
番
一
、
二
四
番

三
、
二
五
番
一
、
二
六
番
一
、
二
七
番
一
、
二
八

番
、
二
九
番
、
三
〇
番
一
、
五
五
番
一
、
五
六
番

一
、
五
六
番
二
、
五
七
番
一
及
び
六
一
番
四
並
び

に
七
番
一
、
五
八
番
一
、
五
九
番
、
六
〇
番
二
及

び
六
一
番
一
の
各
一
部
並
び
に
一
一
番
三
、
一
八

番
、
一
九
番
、
二
〇
番
、
二
五
番
一
、
二
九
番
、

三
〇
番
一
、
五
五
番
一
、
五
六
番
一
、
五
六
番
二

、
五
八
番
一
、
五
九
番
及
び
六
〇
番
二
の
各
地
先

市
有
地

板
野
郡
北
島
町
江
尻
字
妙
蛇
池
四
〇
番
二
、
四
一

香
川
県
高
松
市
伏
石
町
二
〇

株
式
会
社
日
進
堂

番
及
び
四
二
番

三
七
番
地
一
八

同

新
喜
来
字
砂
原
四
番

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井

池
本

仁
愛

六
四
七
番
地
一

サ
ン
セ
ー

ル
・
ポ
ワ
・
メ
ゾ
ン
Ⅲ
Ｂ
二



〇
一
号
室



徳
島
県
告
示
第
五
十
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
開
の
聴
聞
を
行
う
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

期
日
令
和
八
年
一
月
三
十
日
（
金
曜
日
）

午
後
二
時
三
十
分

二

被
聴
聞
者

１

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｍ

Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
前
須
東
一
七
五
番
地
一

３

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

新
居

結
美
子

４

免
許
証
番
号

）

徳
島
県
知
事
三
第
二
八
八
一
号

(

５

免
許
年
月
日

令
和
四
年
八
月
二
十
四
日

三

場
所
徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
九
階

九
〇
一
会
議
室



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の

解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
小
松
島
・
勝
浦
選
挙
区
及
び
板
野
選
挙
区
に
お
け
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

選

挙

区

名

数

小
松
島
・
勝
浦

一
一
、
七
一
八
人

板

野

二
六
、
九
三
七
人



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
殻
長
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
あ
わ
び
（
く
ろ
あ
わ
び
を
除
く
。
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

今

治

清

孝

一

禁
止
区
域

徳
島
海
区
（
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
な
す
水
面
）

二

禁
止
期
間

令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

適
用
除
外

こ
の
指
示
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
適
用
し
な
い
。

１

第
一
種
共
同
漁
業
権
又
は
こ
れ
に
係
る
組
合
員
行
使
権
に
基
づ
き
種
苗
と
し
て
採
捕
す
る
場
合

２

試
験
研
究
、
教
育
実
習
の
た
め
知
事
の
許
可
を
受
け
た
も
の
が
採
捕
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
あ
ら

か
じ
め
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
承
認
を
得
た
場
合

四

有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。


